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後期高齢者医療制度（長寿医療制度）とは?
4月1日から75歳以上の方を対象（約1300万人）にした「後期高齢者医療制度」が始まりました。「後期高
齢者」という名称自体、異議を唱えるものです。厚生労働大臣は「長寿医療制度」に名称を変更したらどう
だろう等と乱暴な議論をされていますが、今日の我が国の繁栄の礎を築いてこられた諸先輩の皆様に対
し、人間の尊厳をも無視した大変失礼な名称だと思います。このように年齢で区切った医療制度は世界で
も類をみません。75歳以上のご高齢者は新たに年金から自動的に天引きをされてしまいます。「消えた年
金問題」も依然、未解決のままにも関わらず、保険料を年金から天引きする一方、高齢者が十分な医療を
受けにくくする「高齢者いじめ法」と言わざるを得ない制度です。
　2月28日に民主党は他の野党とともに後期高齢者医療制度廃止法案を提出しております。本制度の主
な問題点は次の4点です。
①年金からの保険料天引き
75歳以上で年間18万円以上の年金受給者の方が、年金支給額から保険料を天引き（＝特別徴収）され
ます。平均月（6000円）が新たに天引きされます。一方、消えた年金の解決は一向に進まない公約違反の
状況です。
②200万人から新たに保険料徴収
今まで被扶養者として保険料の負担がなかった75歳以上の方（全国に約200万人）も、新たに保険料を
負担することになります。そもそも被扶養者となっている方は年金収入が180万円未満であり、全く無年金
の方 も々含まれます。
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木村たけつかの
政治活動用ポスターを作成いたしました。

FAX連絡表
FAX 03－5819－8809

ポスター掲示とボランティアのお願い

ご自宅やお店、ご所有の敷地の壁や塀などへご掲示下さい。政治
不信が高まり、社会情勢が激変する昨今において、強固な信念を
示す『情熱の“赤”』を基調とし、更には日本の明るい未来を予感さ
せる、笑顔の仕上がりとなっております。
ポスターのご掲示にご協力いただける場合には、是非とも下記事
務所まで、ご連絡下さいますよう心よりお願い申し上げます。

※　　にチェックを入れてください

ポスターを掲示しても良い方 お名前：

ご住所：

TEL：

FAX：

E-mail：

切 り 取 り 不 要

（メールでお申し出下さる場合には、お名前・ご住所・電話番号等をお知らせ下さい）

室内作業の手伝いが出来る方
ポスティングの手伝いが出来る方
地域の集まりに呼んでいただける方
民主党の党員をご希望される方
カンパをして頂ける方
みずほ銀行　雷門支店（店番086）　普通　1812987
東京東信用金　本店（店番001）　普通　5758407
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③受けられる医療を制限
75歳以上のご高齢者には「包括払い」などが導入され、検査や処置などが制限される可能性がありま
す。年間18万円以下の年金受給者は、保険料が年金から天引きされない代わりに、1年以上滞納すれば、
医療費が全額自己負担になる「資格証明書」が発行されます。
④与党の凍結案は選挙対策
昨年後半になって政府・与党は、75歳以上の被扶養者（約200万人）に対する保険料徴収を半年間凍結、
さらに70歳から74歳のご高齢者の自己負担増は、1年間の凍結を決定しました。しかし、後期高齢者医療
制度創設や70歳から74歳の自己負担増は2006年5月に与党が強行採決して成立させた制度です。




